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l 趣旨

この規則は、かごし丈茶商標登録靱 |1規 fl第 5条の規定に基づき、ンンボルマー ク商標

を使用することができるかごしまカギ (以 ド 1か ごしま標章茶」とい う。)の指定に必要な事

項を定めな ,

2 か ごし主標 章茶の指定

(1)茶 業会議所 lt、  ―般 ,111費 者向けの仕 li個 装茶を「標 中茶 ;と して指定す る。

(2)か ごしま標章茶の指定を受けようと十るものは、茶業会議所に中請 しなければならな

t｀。

i3 か ごし'1標 中茶の指定基 (lt

(1)茶 の品質がか
~1し

た茶として メ[以 11の ものであること_

(2)イ 11間 を通 して販売 されるもので■)る こと

(3)′ lヽ 売店頭価格が 1()0グラム当り50()円以 liの ものであることぃ

(1)表 示が適 正であること,

4 かごしま標 卓茶の審査

(1)茶 業会議所は、 |口 請のあった茶 l■ ついて審査会を開催 し審 査する.

(2)審 杏会 :す .'川 に定めろかごした標 準茶審 査要領に基づいて運営十る.

5 か ごし 11■ 卓茶の指定 と登録商標の使用

(1)茶 業会議所は、3のかごしま標章茶の指定基 4た 及び審査会の審査報告に基づき、中請 し

た茶がかごし't標 中茶 としてふきわ しいと認められる場合は、折定を行 う̀

(2)茶 業会議所は、指定 された茶についてン/ボルマー ク商標の使用を許可し、ンンボル

マーク商標を交付する.

6 販売実績の報(11

かこしま標 卓茶の指定を受けたものは、茶業会議所が標
'「
茶のサtF又売実績その他の報告を

求めたきは、・1く ↑手しなければならない,

7 販売 ||||liの 届

かごし 1.:|サ 章茶の指定を受けたものが 1`1該
標車業の販売を中止した時は、その旨を届け

るもt′ )と する _

8  オ旨11″ ,角 4イ
|%々

茶業会議所 |よ 、前項の■1が あった とき、若 しくは指定後に 3の かごし1標 章茶の指定基

準を満たしていないと認められるとき又|■ この要領に反 していると認められるときは、指

′[を解除する t,の とする

〕ヽ かごし1標 章茶の活用

茶業会議所 |■物産展、アンテナンコンノ、販 ′L協 力店などを活用 し、積極的にかごしま

標準茶の浸壱′́ltか るものとする.

10 規1111の 変 更

この規則の 1『 要な変 更は、り円 r会 の意見を聞 く
',の

とする.

11 その他

この規則に定めのない 11項 は、会頭が別に定 y)ろ。



この規則 は 、

この規 則 は 、

この規 則 は 、

この規則 は 、

この規則 は、
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平成 2
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3年 3メ:1 l Llか ら適
'Hす

る。

4年 3月 21日 から適用する」

4年 7月 3日 から適用する。

5年 3月 1口 から施イアする。

6年 7月 29日 から適用する。
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